
回　　　　答

管材費として計上しています。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1
第28号明細書における弁室及び弁室蓋は管材費として計上しているの
でしょうか？ご教示ください。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第３３号 件　　　　名 平成28年度新田配水池送水管敷設工事、水道配水管敷設工事（No.9上新田４丁目） 
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No 質疑事項


